
山
十
商
事
株

式
会
社

名

称

第

二

千

五

百

七

十

九

号

平

成

二

十

六

年

九

月

九

日

伊
藤

和
正

代
表
者
氏
名

瑞
浪
市
陶
町
水
上
八
二
九
番
地

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の

所
在
地

平
成
二
六
・

八
・
一
八

取

消

年

月

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消
し

(

税

務

課)

五
七
九
ペ
ー
ジ

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

五
七
九

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
整
備
課)

五
八
〇

○
岐
阜
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

五
八
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
号

地
方
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
八
月
四
日
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日



二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
レ
ッ
シ
ュ
マ
ザ
ー
ズ

三

代

表

者

の

氏

名

渡
邉

秀
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
西
脇
二
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
及
び
高
齢
者
が
地
域
で
自
立
し
た
生
活

を
営
ん
で
い
く
た
め
に
必
要
な
事
業
、
農
業
体
験
学
習
に
関
す
る

事
業
、
農
産
物
を
活
用
し
た
伝
承
教
育
事
業
及
び
地
産
地
消
を
基

本
と
し
た
加
工
品
の
開
発
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
こ
の
地
域
の

活
性
化
と
福
祉
の
向
上
を
図
り
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
八
月
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
涯
学
習
か
に

三

代

表

者

の

氏

名

菅
原

和
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
大
森
一
三
六
三
番
地
二
フ
ォ
レ
ス
ト
・
パ
ー
ク

３
Ｄ

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
中
濃
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
住
民
が
、
楽
し
く

よ
り
豊
か
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
生
涯
学
習
情
報

の
収
集
及
び
提
供
と
学
習
相
談
・
生
涯
学
習
支
援
事
業
な
ど
の
生

涯
学
習
推
進
事
業
を
行
い
、
市
民
の
立
場
で
行
動
す
る
と
と
も
に
、

行
政
と
の
協
働
性
を
保
ち
な
が
ら
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
美
山

三

代

表

者

の

氏

名

金
森

賢
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
山
県
市
片
原
一
八
〇
番
地
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
過
疎
化
の
進
む
岐
阜
県
山
県
市
美
山
地
区
に
お

い
て
、
清
流
神
崎
川
に
代
表
さ
れ
る
豊
か
な
自
然
環
境
の
保
全
と
、

｢

自
然｣

｢

癒
し｣

を
テ
ー
マ
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
・
人
づ
く
り
を

推
進
す
る
と
と
も
に
、
産
学
官
民
と
の
連
携
の
も
と
に
、
自
然
資

源
を
生
か
し
た
人
的
交
流
や
経
済
活
動
を
積
極
的
に
支
援
し
、
も
っ

て
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
下
呂
北
部
地
区
白
山
・
東
畑
工
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
七
日

に
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
岐
阜
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
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一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
公
園

五
・
五
・
一
号

岐
阜
公
園

五
・
六
・
六
号

岐
阜
フ
ァ
ミ
リ
ー
パ
ー
ク

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
岐
阜
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
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平
成
二
十
六
年
九
月
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


